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奈良県における中小企業の労働事情 



 

は じ め に 

 

 本書「奈良県における中小企業の労働事情」は、例年７月１日を基準日として全国

中小企業団体中央会及び都道府県中小企業団体中央会が共同して実施している「労働

事業実態調査」の結果をとりまとめた報告書です。 

 

この調査は、中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な中小企業労働対策

の樹立並びに中央会の雇用・労働対策事業の推進に資することを目的としたもので、

令和６年度においても奈良県内の多くの組合及び中小企業等の皆様のご協力のもと

実施させていただきました。（調査依頼 600社。回答率 35.2％） 

 

 本年度の調査内容としては、例年調査している基本項目（経営、労働時間、雇用、

賃金、採用関係）、一昨年度から調査を開始した「原材料費・人件費（賃金等）アッ

プ等に対する販売価格への転嫁の状況」に加え、「人材の確保、育成、定着」につい

て調査を行ったところです。 

 また、全国中央会が調査票を作成し調査結果を集計・発表していますので、全国的

な状況や傾向等を参考としつつ、本県の状況等をご覧いただけるような整理となって 

おります。 

 

 地域経済の担い手である中小企業・小規模事業者の皆様を取り巻く環境については、 

国際情勢の緊迫化、原油や電気を始めとするエネルギー・原材料費高騰や部品の調達

難等へ対応していかなければならない状況に加え、深刻な労働力不足による人件費の

上昇、働き方改革への取組による生産性の向上、物価高への懸念、事業承継・後継者

問題など、厳しい状況が続いております。 

是非より多くの事業者・関係者の皆様にご覧いただき、今後の労働環境等の改善の

参考としてお役立ていただければと願っております。 

 

 最後に、調査にご協力いただきました組合及び中小企業等の皆様に厚く御礼を申し

上げますとともに、皆様の今後ますますのご発展を心からお祈り申し上げます。 

 

  令和７年２月 

 

                         奈良県中小企業団体中央会 
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Ⅰ. 調査実施の要領 
 

１.調査の目的 

 奈良県における労働事情を的確に把握し、適正な中小企業労働対策の樹立並びに時宜を得た中央会の

雇用・労働対策事業の推進に資することを目的とします。 

 

２.調査機関 

奈良県中小企業団体中央会 

 

３.調査時点 

令和６年７月 1日 

 

４.調査の対象 

奈良県中小企業団体中央会会員組合所属企業及びその他の企業合計 600社で、製造業・建設業・運輸

業・情報通信業にあっては従業員 300 人以下の事業所を、卸売業･サービス業にあっては 100 人以下、

小売業にあっては 50人以下の事業所を選定しました。 

 

５.調査の実施方法 

奈良県内の事業所を、業種別に選定し、調査票を送付しました。全国的な調査結果は全国中小企業団

体中央会において全国集計し取りまとめられたものです。 

 

６.調査の内容 

設問 1)現在の従業員数について 

設問 2)経営について 

設問 3)原材料費、人件費（賃金等）アップ等に対する販売価格への転嫁の状況について 

設問 4)従業員の労働時間について 

設問 5)従業員の年次有給休暇について 

設問 6)新規学卒者の採用について  

設問 7)中途採用について 

設問 8)人材の確保、育成、定着について   

設問 9)賃金改定について 

設問 10)労働組合の有無について 

 

７.昨年度調査結果との比較について 

 今回の調査結果の特徴的な状況や変化等について、できるだけわかりやすく示すため、各設問の 

コメント中に「（昨年度〇％）」、「昨年度：･･･」といった比較した説明を加えるよう努めています。 

 

８．注記 

 図表等の数値は、単位未満を四捨五入するため、総数と内訳の合計が一致しない場合があります。 
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Ⅱ 回答事業所の概要 

 

１ 調査票の回収状況 
調査対象 600事業所のうち、製造業と非製造業を合わせて「211事業所（35.2％）」から有効な 

回答をいただきました（昨年度：231事業所（38.5％））。 

図表１ 実態調査回収率 

 製 造 業 非 製 造 業 合   計 

配 布 数 351 249 600 

回 答 数 131 80 211 

回 答 率 37.3% 32.1% 35.2% 

 

２ 回答事業者の内訳 

回答事業所の内訳を見ると、回答のあった 211事業所のうち、製造業が 131事業所で 62.1％ 

(昨年度 60.2％)、非製造業が 80事業所で 37.9％(昨年度 39.2％)でした。従業員規模は｢1～9人｣ 

（32.2％）が最も多く、次いで「30～99人」（30.3％）「10～29人」（28.9％）と続いています。 

（昨年度：1～9人 28.6％、30～99人 31.6％、10～29人 30.7％） 

従業員規模 30人未満の事業所は全体の 61.1％（昨年度 59.3％）となっており、全国と比較する

と 7.8％低くなっています。 

図表２ 令和６年度調査の回答事業所の内訳 

 事業所数 
従業員規模 

1～9人 10～29人 30～99人 100～300人 

製 

造 

業 

食料品 18 5 4 5 4 

繊維工業 22 7 6 8 1 

木材・木製品 16 8 4 3 1 

印刷・同関連 6 2 2 1 1 

窯業・土石 5 1 2 2 0 

化学工業 12 1 5 5 1 

金属、同製品 25 7 9 8 1 

機械器具 2 0 0 1 1 

その他 25 6 6 12 1 

小計 131 37 38 45 11 

非
製
造
業 

情報通信業 4 2 0 2 0 

運輸業 13 2 6 4 1 

建設業 26 11 8 5 2 

卸・小売業 23 12 4 4 3 

サービス業 14 4 5 4 1 

小計 80 31 23 19 7 

合    計 211 68 61 64 18 

奈良県構成比（％） 100 32.2 28.9 30.3 8.5 

全国構成比（％） 100 34.0 34.9 24.1 6.9 
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Ⅲ 調査結果の概要 

 

設問１) 現在の従業員数について 

  雇用形態別での従業員割合をみると、奈良県では「正社員」が 68.0％で最も多く、次いで 

「パートタイマー」21.9％、「嘱託・契約社員」5.9％と続いています 

（昨年度：正社員 69.3％、パートタイマー21.5％、嘱託・契約社員 5.5％） 

全国と比較すると、「正社員」は 6.6％低く、「パートタイマー」は 6.9％高くなっています。 

特に、女性のパートタイマーの比率が全国と比べて 8.9％高いのが特徴的です。 

図表３ 雇用形態別の従業員割合（％） 

  正社員 パートタイマー 派遣 嘱託・契約社員 その他 

全国 

（昨年度） 

74.6 15.0 2.4 6.1 2.0 

(75.2) (15.6) (2.1) (5.5) (1.6) 

男性 

（昨年度） 

83.4 6.4 1.8 6.5 1.8 

(83.8) (7.1) (1.6) (6.1) (1.4) 

女性 

（昨年度） 

55.5 33.5 3.5 5.1 2.4 

(56.1) (34.5) (3.1) (4.3) (2.1) 

奈良県 

（昨年度） 

68.0 21.9 1.7 5.9 2.6 

(69.3) (21.5) (1.7) (5.5) (1.9) 

男性 

（昨年度） 

80.9 8.9 1.7 7.0 1.5 

(82.6) (8.6) (1.2) (5.9) (1.6) 

女性 

（昨年度） 

47.6 42.4 1.8 4.0 4.3 

(45.4) (44.8) (2.6) (4.7) (2.5) 

 

設問２) 経営について 

①現在の経営状況 

    現在の経営状況を見ると、奈良県では「変わらない」が 43.3％で最も多く、次いで「悪い」 

33.3％、「良い」23.3％と続いています。（昨年度：変わらない 42.4％、悪い 33.8％、良い 23.8％） 

    全国と比較すると、奈良県、製造業、非製造業ともに現在の経営状況が「良い」と回答した 

事業者が多いが、中小企業の景況感はまだまだ厳しい状況が続いていることが見えます。 

図表４ 経営状況（％） 

 

23.8 (19.6)

23.1 (26.6)

23.3 (23.8)

17.7 (20.1)

45.0 (45.7)

42.3 (40.3)

43.3 (42.4)

50.1 (50.5)

31.3 (34.8)

34.6 (33.1)

33.3 (33.8)

32.2 (29.4)

非製造業

製造業

奈良県

全国

良い 変わらない 悪い ※（ ）内は昨年度データ
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②経営方針 

経営方針について見ると、奈良県では「現状維持」が 52.6％と最も多く、次いで「強化拡大」 

40.7％、「縮小」5.3％と続いています。（昨年度：現状維持 51.3％、強化拡大 43.0％、縮小 4.8％） 

  全国と比べると、奈良県では昨年度と同様に強化拡大を目指す事業者が多いことが特徴的です。 

図表５ 経営方針（％） 

  

③経営上の障害 

経営上の障害について見ると、奈良県では「光熱費・原材料・仕入品の高騰」が 55.0％ 

（昨年度 55.8％）で最も多く、次いで「人材不足（質の不足）」が 47.9％（昨年度 45.0％）、 

「人件費の増大」が 36.5％（昨年度 20.8％）と続いています。 

 昨年度に引き続き「光熱費・原材料・仕入品の高騰」や「人材不足（質の不足）」を挙げる 

事業者が多い中、「人件費の増大」を挙げる事業者が昨年度の 1.75倍となり、事業経費の増加や 

人材不足に加えて、最低賃金の引き上げにより、県内企業の経営を圧迫していることが見えます。 

図表６ 経営上の障害（％） 

 
 

62.0 

32.4 

4.5 
0.7 0.5 

52.6 

40.7 

5.3 
1.0 0.5 

53.8 

39.2 

5.4 
0.8 0.8 

50.6 
43.0 

5.1 
1.3 0.0 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

現状維持 強化拡大 縮小 廃止 その他

全国 奈良県 製造業 非製造業

1.3 

3.8 

2.5 

8.8 

12.5 

5.0 

31.3 

28.8 

41.3 

37.5 

43.8 

43.8 

0.0 

2.3 
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4.6 

9.9 

19.1 

9.9 

34.4 
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35.9 

50.4 

61.8 

0.5 

2.8 

4.3 

6.2 

10.9 

13.7 

18.0 

32.2 

35.1 

36.5 

47.9 

55.0 

1.5 

3.7 

2.9 

6.7 

8.2 

10.3 

17.5 

33.1 

39.4 

30.4 

50.5 

55.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

労働力の過剰

環境規制の強化

製品価格（販売価格）の下落

金融・資金繰り難

製品開発力・販売力の不足

納期・単価等の取引条件の厳しさ

同業他社との競争激化

販売不振・受注の減少

労働力不足（量の不足）

人件費の増大

人材不足（質の不足）

光熱費・原材料・仕入品の高騰

全国

奈良県

製造業

非製造業
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④経営上の強み 

経営上の強みについて見ると、奈良県では「製品・サービスの独自性」が 34.6％(昨年度 33.5％）

で最も多く、次いで「顧客への納品・サービスの速さ」が 31.3％（昨年度 26.4％）、「製品の 

品質・精度の高さ」が 30.3％（昨年度 28.2％)、と続いています。 

業種別に見ると、製造業では「製品・サービスの独自性」や「製品の品質・精度の高さ」を 

挙げている事業者が多く、非製造業では「組織の機動力・柔軟性」や「商品・サービスの質の高 

さ」を挙げている事業者が多くなっているのが特徴的です。 

図表７ 経営上の強み（％）  

 

             

設問３）原材料費、人件費（賃金等）アップ等に対する販売価格への転嫁の状況について 

   ①原材料費、人件費等の増加による販売・受注価格への転嫁状況 

    原材料費、人件費等の増加による販売・受注価格への転嫁状況について見ると、奈良県では、 

   「価格の引上げ（転嫁）を実現した」が 51.4％（昨年度 47.0％）で最も多く、次いで「価格引上

げの交渉中」が 14.9％（昨年度 20.4％）、「これから価格引上げの交渉を行う」が 12.0％（昨年

度 9.6％）と続いています。 

    業種別に見ると、非製造業で「価格の引上げ（転嫁）を実現した」と回答した事業者が昨年度 

（25.3％）の 2倍となる 50.6％となっていることから、非製造業の価格転嫁も進んでいることが 

見えます。 

7.6

17.7

15.2

15.2

6.3

21.5

30.4

39.2

25.3

16.5

29.1

16.5

8.5

6.2

10.9

14.7

24.8

12.4

14.7

15.5

32.6

38.8

32.6

45.7

8.2

10.6

12.5

14.9

17.8

15.9

20.7

24.5

29.8

30.3

31.3

34.6

8.9

12.5

16.3

11.8

18.3

15.5

19.6

24.8

29.0

27.8

28.6

28.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

製品・サービスの企画力・提

案力

営業力・マーケティング力

優秀な仕入先・外注先

企業・製品のブランド力

生産技術・生産管理能力

財務体質の強さ・資金調達力

商品・サービスの質の高さ

組織の機動力・柔軟性

技術力・製品開発力

製品の品質・精度の高さ

顧客への納品・サービスの速

さ

製品・サービスの独自性

全国

奈良県

製造業

非製造業
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図表８ 原材料費、人件費等の増加による販売・受注価格への転嫁状況（％） 

 

 

②原材料、人件費、利益を含めた販売価格への転嫁の状況 

    原材料、人件費、利益を含めた販売価格への転嫁の状況を見ると、奈良県では、「原材料分の 

転嫁を行った（行う予定）」が 74.8％（昨年度 78.9％）で最も多く、次いで「人件費引上げ分の 

転嫁を行った（行う予定）」が 43.0％（昨年度 33.1％）、「利益確保分の転嫁を行った（行う予定）」 

が 30.5％（昨年度 21.7％）と続いています。 

    昨年度と比較すると、人件費引上げ分及び利益確保分の転嫁を行った(行う予定)と回答した割

合が伸びてしていることから、人件費引上げ分や利益確保分の転嫁が進んでいることが見えます。 

    図表９ 原材料、人件費、利益を含めた販売価格への転嫁の状況（％）  

  

0.0

1.3

3.8

7.6

10.1

10.1

16.5

50.6
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③価格転嫁の状況 

    価格転嫁の状況について見ると、奈良県では、「10％～30％未満」が 42.1％（昨年度 35.6％）

で最も多く、次いで、「10％未満」が 35.5％（昨年度 43.2％）、「70％～100％未満」が 10.3％ 

（昨年度 7.5％）と続いています。 

    昨年度と比較すると、非製造業で「10％未満」と回答した事業者が昨年度（56.4％）の半数 

以下となる 27.5％となっており、非製造業の価格転嫁率が増加している傾向ではありますが、 

まだ十分には転嫁が進んでいないことが見えます。 

 図表 10 価格転嫁の状況（％） 

 

 

設問４)  従業員の労働時間について 

①従業員の週所定労働時間 

従業員の週所定労働時間について見ると、奈良県では「40 時間」が 45.6％（昨年度 46.8％）

で最も多く、次いで「38時間超 40時間未満」が 22.8％（昨年度 23.4％）、「38時間以下」が 18.4％ 

（昨年度 16.1％）と続いています。 

全国、奈良県、製造業、非製造業ともに「40時間」と回答した事業者が最も多くなっています 

が、業種別に見ると、製造業では 40時間未満と回答する事業者が多いのに対し、非製造業では 

40時間超と回答する事業者が多く、昨年度同様非製造業の週所定労働時間が長くなっていること 

が見えます。 

図表８ 従業員の週所定労働時間（％） 

27.5

40.3

35.5

38.3

45.0

40.3

42.1

39.8

5.0

4.5

4.7

5.0

7.5

6.0

6.5

6.0

12.5

9.0

10.3

8.9

2.5

0.9

2.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

非製造業

製造業

奈良県

全国

10%未満 10～30%未満 30～50%未満 50～70%未満 70～100%未満 100%以上

  38 時間以下 38 時間超 40 時間未満 40 時間 40 時間超 44 時間以下 その他 

全国 17.5 26.1 46.8 8.7 0.9 

(昨年度) （16.3） （25.0） （47.3） （10.4） （0.9） 

奈良県 18.4 22.8 45.6 12.1 1.0 

(昨年度) （16.1） （23.4） （46.8） （11.0） （2.8） 

製造業 21.1 24.2 45.3 9.4 0.0 

(昨年度) （17.9） （25.4） （47.0） （7.5） （2.2） 

非製造業 14.1 20.5 46.2 16.7 2.6 

(昨年度) （13.1） （20.2） （46.4） （16.7） （3.6） 
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②従業員 1人当たりの月平均残業時間 

従業員１人当たりの月平均残業時間について見ると、奈良県では「10時間未満」が 26.0％ 

（昨年度 24.0％）で最も多く、次いで、「10～20時間未満」が 25.0％（昨年度 19.6％）、「0時間」 

が 21.6％（昨年度 25.8％）と続いています。 

全国と比較すると、奈良県の月平均残業時間が多いことが見えます。 

図表９ 月平均残業時間（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問５)  従業員の年次有給休暇について 

   年次有給休暇状況を見ると、平均付与日数については、奈良県では 15.85 日(昨年度 15.69 日)、 

製造業では 15.84 日(昨年度 15.97 日)、非製造業では 15.87 日(昨年度 15.25 日)となっています。 

   昨年度と比較すると、非製造業の付与日数、平均取得日数、取得率が全て増加していることが 

特徴的です。 

図表 10 年次有給休暇の平均付与日数・取得日数・取得率 

  

令和 6 年度 令和 5 年度 

平均付与日数

（日） 

平均取得日数

（日） 

取得率 

（％） 

平均付与日数

（日） 

平均取得日数

（日） 

取得率 

（％） 

全国 16.18 9.87 63.98  16.26  9.50 61.91  

奈良県 15.85 9.41 61.73  15.69 9.12 61.78  

製造業 15.84 9.43 62.39  15.97 9.53 63.31  

非製造業 15.87 9.37 60.64 15.25 8.48 59.43 

  

設問６)  新規学卒者の採用について 

①令和５年度の新規学卒者の採用計画 

令和５年度の新規学卒者の採用計画について見ると、非製造業の「採用計画をし、実際に採用

した」が 21.5％（昨年度 15.6％）と増加していることが見えます。 

 

 

 

 

 

 
 

0 時間 10 時間未満 10～20 時間未満 20～30 時間未満 30～50 時間未満 50 時間以上 

全国 24.9 30.9 23.5 12.4 7.2 1.0 

（昨年度） （24.5） （30.4） （23.3） （13.0） （7.3） （1.5） 

奈良県 21.6 26.0 25.0 15.7 8.3 3.4 

（昨年度） （25.8） （24.0） （19.6） （15.1） （11.6） （4.0） 

製造業 21.3 29.9 26.0 12.6 8.7 1.6 

（昨年度） （29.6） （25.2） （20.7） （14.1） （10.4） （0.0） 

非製造業 22.1 19.5 23.4 20.8 7.8 6.5 

（昨年度） （20.0） （22.2） （17.8） （16.7） （13.3） （10.0） 
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図表 11 令和５年度の新規学卒者の採用計画（％） 

 

 

  ②令和５年度の新規学卒者の採用実績 

    令和５年度の新規学卒者の採用実績について見ると、奈良県では「高校卒」が 41.7％（昨年度 

45.4％）で最も多く、次いで、大学卒が 37.4％（昨年度 45.4％）、「専門学校卒」が 17.4％ 

（昨年度 5.2％）と続いています。 

  全国と比較すると、「大学卒」が 4.2％高く、「高校卒」が 6.1％低くなってことから、奈良県 

では「大学卒」の採用を実施する事業者が多い傾向が見えます。 

 図表 12 令和５年度新規学卒者の採用実績 

 
 

設問７)  中途採用について 

①令和５年度における中途学卒者の採用募集 

令和５年度の中途学卒者の採用募集について見ると、全国、奈良県、製造業、非製造業ともに

実際に採用した事業者の割合が 5割を超えていることから、中途学卒者の採用を積極的に行って

いることが見えます。 

図表 13 令和５年度中途学卒者の採用募集（％） 
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74.6
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製造業

奈良県

全国

採用計画をし、実際に採用した 採用計画をしたが、採用しなかった 採用計画を行わなかった

47.8%

14.6%

4.5%

33.2%

全国

高校卒

専門学校卒

短大卒（含高専）

大学卒

41.7%

17.4%
2.6%

37.4%

奈良県

高校卒

専門学校卒

短大卒（含高専）

大学卒

53.8

56.9

55.8

50.9

3.8

5.4

4.8

11.9

42.3

37.7

39.4

37.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

非製造業

製造業

奈良県

全国

採用募集をし、実際に採用した 採用募集をしたが、採用しなかった 採用募集を行わなかった
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②中途採用者の充足状況 

 中途採用者の充足状況について見ると、奈良県では中途採用者の「充足率」は 87.5％、 

「平均採用人数」は 3.94人となっています。 

 全国と比較すると、「充足率」、「平均採用人数」ともに高くなっており、特に非製造業の「平均 

採用人数」が多いことから、非製造業では積極的に中途採用者を採用していることが見えます。 

図表 14 中途採用者の採用充足状況 

 

③中途採用を行った従業員の年齢層 

  中途採用を行った従業員の年齢層を見ると、奈良県では「25～34歳」が 28.8％（昨年度 23.7％） 

で最も多く、次いで「35～44歳」が 23.4％（昨年度 26.5％）、「45歳～54歳」が 19.6％（昨年度 

21.4％）と続いています。 

  昨年度と比較すると、奈良県、製造業、非製造業ともに、「25歳～34歳」の割合が増加して 

おり、特に製造業では、34歳までの採用が 6割近く達していることから、中途採用を行った従業 

員の年齢が下がっている傾向が見えます。 

図表 15 中途採用を行った従業員の年齢層（％） 

  

 

設問８) 人材の確保、育成、定着について 

①人材確保における望ましいと考える雇用形態 

    人材確保における望ましいと考える雇用形態について見ると、奈良県では「正社員（中途採用）」 

が 74.5％で最も多く、次いで「正社員（新卒学卒者）」が 50.5％、「パートタイマー」が 34.1％ 

と続いています。 

    業種別に比較すると、「パートタイマー」と回答する事業者について、製造業では多く、非製造 

業では少ないのが特徴的です。 

 

 

12.2 

20.2 

16.4 

15.0 

19.4 

37.2 

28.8 

26.4 

24.3 

22.5 

23.4 

22.0 

27.0 

13.0 

19.6 

21.4 

9.0 

4.0 

6.3 

6.0 

8.1 

3.2 

5.5 

9.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

非製造業

製造業

奈良県

全国

25歳未満 25～34歳 35～44歳 45～54歳 55～59歳 60歳以上

  
採用募集した 

事業所数(件) 

採用予定人数

（人） 

採用実績人数

（人） 

採用充足率

（％） 

平均採用人数

（人） 

全国 10,106 39,637 31,195 78.7 3.09 

奈良県 121 545 477 87.5 3.94 

製造業 78 297 255 85.9 3.27 

非製造業 43 248 222 89.5 5.16 
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図表 16 人材確保における望ましいと考える雇用形態（％） 

 

 

②人材確保のために利用する募集・採用ルートについて 

 人材確保のために利用する募集・採用ルートについて見ると、奈良県では「公共職業安定所 

(ハローワーク)からの紹介」が 75.6％で最も多く、次いで「就職情報サイトへの求人情報の掲載」 

が 51.8％、「自社ＨＰへの掲載」が 42.6％と続いています。 

 全国、奈良県、製造業及び非製造業ともに、7割以上の事業所で公共職業安定所(ハローワーク) 

からの紹介を活用していることが特徴的です。 

図表 17 人材確保のために利用する募集・採用ルート（％） 
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③従業員に教育訓練を行う際に習得してほしいと考える能力について 

従業員に教育訓練を行う際に習得してほしいと考える能力について見ると、奈良県では「職階 

（初任者、中堅社員、管理職）に応じた知識・技能」が 76.8％で最も多く、次いで「業務に従事 

するために必要な資格の取得」が 57.6％、「コミュニケーション能力」が 48.3％と続いています。 

業種別に比較すると、非製造業では、「業務に従事するために必要な資格の取得」が 7割を超え 

ていることから、従業員に対し業務遂行に必要な資格取得を強く求めていることが見えます。 

図表 18 従業員に教育訓練を行う際に習得してほしいと考える能力（％） 

 

 

   ④人材定着のために行う取組 

人材定着のために行う取組について見ると、奈良県では「資格取得支援」が 50.8％で最も多く、 

次いで「ワーク・ライフ・バランス（福利厚生）の充実」が 45.1％、「若手社員の給与水準の 

引き上げ」が 44.0％と続いています。 

業種別に比較すると、製造業では「定期的な人事評価・面談の実施」と回答する事業者が多く、

非製造業では「資格取得支援」と回答した事業者が多いことから、業種によって重視する取組が

違うことが見えます。 
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図表 19 人材定着のために行う取組（％） 

 

 

⑤直近 3年度における新卒及び中途採用の定着状況について 

    直近 3年度における新卒及び中途採用の定着状況について見ると、奈良県では、「平均入職者」 

が 7.9人、「平均離職者」が 2.7人、「離職率」が 33.66人となっています。 

 全国と比較すると、奈良県の離職率が高いことが見えます。 

    図表 20 直近 3年度における新卒及び中途採用の定着状況 

 平均入職者（人） 平均離職者（人） 離職率（％） 

全国 6.4 2.1 33.17 

奈良県 7.9 2.7 33.66 

製造業 7.3 2.3 31.28 

非製造業 8.9 3.3 37.07 

 

設問９) 賃金改定について 

①賃金改定の実施 

    令和 6年 1月 1日から 7月 1日までの間における賃金改定の実施状況を見ると、奈良県では 

「引上げた(7月以降引き上げる予定を含む)」が 79.4％（昨年度 73.2％）で最も多く、次いで 

「今年は実施しない（凍結）」が 11.1％（昨年度 10.8％）、「未定」が 8.7％（昨年度 15.2％） 

と続いています。 

  全国、奈良県、製造業、非製造業とも、「引き上げた（7月以降引き上げる予定を含む）」が 

昨年度より増加しており、賃金の引上げを継続して実施する事業者が増加している傾向が見え 

ます。 
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図表 21 賃金改定の実施状況（％） 

 

 

②改定後の賃金額 

    賃金改定で引上げた事業所の「改定後平均所定内賃金」・「引上げ額」・「引上げ率」を見ると、 

全国、奈良県、製造業、非製造業とも、引上げ額及び率が昨年度より大きく増加、特に非製造業

の引上げ額が５千円超、引上げ率が 1.7倍超と大幅に増加していることから、中小企業において

も大幅な賃上げが続いている傾向が見えます。 

   図表 22 改定後の賃金額・引き上げ額・引上げ率 

 改定後平均所定内賃金（円） 引上げ額（円） 引上げ率（％） 

全国 271,699 9,800 3.74 

（昨年度） （264,341） （8,557） （3.35） 

奈良県 275,883 10,432 3.93 

（昨年度） （269,786） （7,997） （3.05） 

製造業 262,739 9,875 3.91 

（昨年度） （267,682） （8,446） （3.26） 

非製造業 302,113 11,545 3.97 

（昨年度） （277,949） （6,258） （2.30） 

 

③賃金改定の内容 

賃金改定の内容について見ると、奈良県では「定期昇給」が 51.3％（昨年度 58.1％）で最も 

多く、次いで「基本給の引上げ」（定期昇給制度のない事業所）が 36.5％（昨年度 32.9％）、 

「ベースアップ」が 32.1％（昨年度 26.3％）と続いています。 

    昨年度と比較すると、「定期昇給」と回答している事業者の割合は少し減りましたが、昨年度 

同様回答率は最も多い結果となっており、「ベースアップ」、「基本給の引上げ」（定期昇給制度の 

ない事業所）と回答した事業者の割合は増えていることから、物価の上昇に対応した賃上げを 

実施する事業者が引き続き増加している傾向にあります。 
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全国

引上げた(7月以降引き上げる予定を含む) 引下げた(7月以降引き下げる予定を含む)

今年は実施しない（凍結） 未定 ※（   ）内は昨年度データ 
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図表 23 賃金改定の内容（％）   

 

 

④賃金改定の決定の要素 

賃金改定の決定の要素を見ると、奈良県では「企業の業績」が 61.3％（昨年度 47.0％）で最も 

多く、次いで、「労働力の確保・定着」が 58.8％（昨年度 55.4％）、「物価の動向」が 50.6％ 

（昨年度 42.8％）と続いています。 

 昨年度と比較すると、奈良県、製造業、非製造ともに、「企業の業績」と回答した事業者が 10％ 

超増加していることから、業績回復による賃金改定が行われていることが見えます。 

図表 24 賃金改定の決定要素(％) 
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設問１０) 労働組合の有無について 

   労働組合の有無について見ると、奈良県では「ある」が 8.5％（昨年度 8.7％）、製造業では 10.7％ 

（昨年度 10.1％）、非製造業では 5.0％（昨年度 6.7％）となっています。 

   業種別に比較すると、奈良県では労働組合のある事業所がやや多くなっています。 

    図表 25 労働組合の有無（％） 
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(都道府県コード)  (事業所コード)  (地域コード)  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                            令和６年６月  

 （左欄は記入しないでください。）  

令令和和６６年年度度  中中小小企企業業労労働働事事情情実実態態調調査査ごご協協力力ののおお願願いい  

 中小企業団体中央会では、中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な労働対策を推進することを目的に、 
本年度も全国一斉に標記調査を実施することとなりました。  
 つきましては、ご繁忙の折誠に恐縮ですが、趣旨をご理解いただき、調査へのご協力をよろしくお願い申し上げます。 

令令和和６６年年度度  中中小小企企業業労労働働事事情情実実態態調調査査票票  

調調査査時時点点：：令令和和６６年年７７月月１１日日  調調査査締締切切：：令令和和６６年年７７月月１１６６日日  

貴貴事事業業所所全全体体のの概概要要ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

貴事業所の名称   記入担当者名   

所  在  地  
（〒  -    ）  
 

電話番号            －     －  

FAX 番号            －     －  
 業     種  

（最最もも売売上上高高のの
多多いい事事業業のの業業種種
のの 番番 号号 を 右 の
１．～19．の中か
ら１１つつだだけけ下下のの
太太枠枠内内ににご記入
ください） 

 
１．食料品、飲料・たばこ・飼料製造業  
２．繊維工業  
３．木材・木製品、家具・装備品製造業  
４．印刷・同関連業  
５．窯業・土石製品製造業  
６．化学工業、石油・石炭製品、ゴム製品製造業  
７．鉄鋼業、非鉄金属、金属製品製造業  
８．生産用・業務用・電気・情報通信・輸送用機械器具製造業  
９．パルプ・紙・紙加工品、プラスチック製品、なめし革・同製品・

毛皮、その他の製造業  
10．情報通信業  

   通信業、放送業、情報サービス業、インターネット  
   付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業  
11．運輸業 
12．総合工事業  
13．職別工事業（設備工事業を除く） 
14．設備工事業  

 
15．卸売業  
16．小売業  
17．対事業所サ－ビス業   
  
 
  
 
  
 
18．対個人サービス業 
 
 
 
 
 
 
 
 
19．その他 

（具体的に：         ）    

設設問問１１））現現在在のの従従業業員員数数ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
①①  令令和和６６年年７７月月１１日日現現在在のの雇雇用用形形態態別別のの従従業業員員数数（（役役員員をを除除くく））をを男男女女別別にに枠枠内内ににごご記記入入くくだだささいい。。ままたた、、従従業業員員のの

ううちち常常用用労労働働者者数数ををごご記記入入くくだだささいい。。「「前前年年比比」」のの欄欄はは、、昨昨年年とと比比べべてて「「増増加加ししたた＝＝増増」」「「変変わわららなないい＝＝不不変変」」「「減減
少少ししたた＝＝減減」」ののいいずずれれかかにに〇〇をを付付けけててくくだだささいい。。   

 正 社 員  パートタイマー 派  遣  嘱託・契約社員 その他  合 計   
 

 常用労働者数 
（派遣を除く） 

男 性  人  人  人  人  人  人  男 性           人  

前年比 増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  前年比 増・不変・減  

女 性  人  人  人  人  人  人  女 性           人  

前年比 増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  前年比 増・不変・減  
  
〔〔注注〕〕((11))「「パパーートトタタイイママーー」」ととはは、、１１日日のの所所定定労労働働時時間間がが貴貴事事業業所所のの一一般般労労働働者者よよりり短短いい者者、、ままたたはは１１日日のの所所定定労労働働時時間間はは同同じじ  
          ででもも１１週週のの所所定定労労働働日日数数がが少少なないい者者でですす。。  
      ((22))「「派派遣遣」」ととはは、、労労働働者者派派遣遣契契約約にに基基づづきき、、他他社社((派派遣遣元元))かからら貴貴事事業業所所にに派派遣遣さされれてていいるる者者。。常常用用労労働働者者ににはは含含みみまませせんん。。  
      ((33))「「常常用用労労働働者者」」ととはは、、貴貴事事業業所所がが直直接接雇雇用用すするる従従業業員員ののううちち、、次次ののいいずずれれかかにに該該当当すするる者者でですす。。ななおお、、パパーートトタタイイママーー  
          ででああっっててもも、、下下記記のの①①②②にに該該当当すするる場場合合はは常常用用労労働働者者にに含含みみまますす。。  
          ①①  期期間間をを決決めめずずにに雇雇わわれれてていいるる者者、、ままたたはは１１ヵヵ月月をを超超ええるる期期間間をを決決めめてて雇雇わわれれてていいるる者者  
          ②②  日日々々ままたたはは１１ヵヵ月月以以内内のの期期限限をを限限りり雇雇わわれれてていいるる者者ののううちち、、５５月月、、６６月月ににそそれれぞぞれれ１１８８日日以以上上雇雇わわれれたた者者  
          ③③  事事業業主主のの家家族族でで、、貴貴事事業業所所ににてて働働いいてていいるる者者ののううちち、、常常時時勤勤務務ししてて毎毎月月給給与与がが支支払払わわれれてていいるる者者  
      ((44))「「そそのの他他」」ににははアアルルババイイトト等等、、記記載載のの雇雇用用形形態態のの項項目目にに当当ててははままららなないい他他のの形形態態のの人人数数をを記記入入ししててくくだだささいい。。  

 記入についてのお願い   

◇秘密の厳守   調査票にご記入くださいました事項については、企業と個人の情報の秘密を厳守し、統計以外
の目的に用いることはいたしませんので、ありのままをご記入ください。また、記入担当者名
などの個人情報につきましては、本調査に係る問合せ以外には使用いたしません。  

◇ご記入方法   質問ごとの指示により該当欄に数字等をご記入いただくか、該当する項目の番号に〇をつけて
ください（７７月月１１日日現現在在でご記入ください）。  

◇お問合せ先   調査票のご記入に当たっての不明な点など、調査に関しますお問合せ先は、下記までお願いい
たします。調査票は７７月月１１６６日日ままででにご返送ください。  

 

 

 

 

 
 

㊙ 

（
う
ち
常
用
労
働
者
）

物品賃貸業、専門サービス業、広告業、 
技術サービス業、廃棄物処理業､ 
職業紹介･労働者派遣業､ 
その他の事業サービス業等 

宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、 
洗濯・理容・美容・浴場業、 
その他の生活関連サービス業、 
社会保険・社会福祉・介護事業、 
自動車整備業、機械等修理業 
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設設問問２２））経経営営ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
  ①①  現現在在のの経経営営状状況況はは１１年年前前とと比比べべてていいかかががでですすかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  
  
  

②②  現現在在行行っってていいるる主主要要なな事事業業ににつついいてて、、今今後後どどののよよううににししてていいくくおお考考ええでですすかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  
 
 

③③  現現在在、、経経営営上上どどののよよううななここととがが障障害害ととななっってていいまますすかか。。（（３３つつ以以内内をを下下掲掲「「      」」欄欄にに選選択択肢肢のの番番号号でで記記入入））  
  
 
 
  
  
    
  
    

④④  経経営営上上のの強強みみははどどののよよううななととこころろににあありりまますすかか。。（（３３つつ以以内内をを下下掲掲「「      」」欄欄にに選選択択肢肢のの番番号号でで記記入入））  
 
 
 
 
  
  
  
  
  

設設問問３３））１１年年前前とと比比較較ししたた原原材材料料費費、、人人件件費費（（賃賃金金等等））アアッッププ等等にに対対すするる販販売売価価格格へへのの転転嫁嫁のの状状況況

ををおお答答ええくくだだささいい。。  
①①  原原材材料料費費、、人人件件費費等等のの増増加加にによよるる最最もも売売上上高高のの多多いい事事業業のの業業種種のの販販売売・・受受注注価価格格へへのの転転嫁嫁状状況況ををおお答答ええくくだだささ  

いい。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

  

  

  
 
 

★★①①でで１１．．にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②・・③③のの質質問問にに、、２２．．とと３３．．にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②のの質質問問ににおお答答ええくくだだささいい。。  
  

②②  原原材材料料費費、、人人件件費費、、利利益益をを含含めめたた販販売売価価格格へへのの転転嫁嫁のの内内容容ををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに〇〇）） 

 

  
  

③③  価価格格転転嫁嫁率率はは何何パパーーセセンントトでですすかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．～１０％以下   ２．１０～３０％以下 ３．３０～５０％以上   

４．５０～９０％以下 ５．９０～１８０％  ６． 
    
〔〔注注〕〕((11))価価格格転転嫁嫁率率はは、、１１年年前前((令令和和５５年年度度７７月月１１日日時時点点))のの商商品品・・ササーービビススののココスストトとと比比較較ししてて、、現現在在((令令和和６６年年度度７７月月１１日日時時点点))  
          上上昇昇ししたたココスストト分分のの何何パパーーセセンントトをを販販売売価価格格へへ転転嫁嫁すするるここととががででききたたかかのの割割合合。。  
            例例））ココスストトがが 110000 円円上上昇昇しし、、3366..66 円円をを販販売売価価格格にに転転嫁嫁ささせせたた場場合合→→価価格格転転嫁嫁率率 3366..66％％  

  

設設問問４４））従従業業員員のの労労働働時時間間ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
①①  従従業業員員（（パパーートトタタイイママーーななどど短短時時間間労労働働者者をを除除くく））のの週週所所定定労労働働時時間間はは何何時時間間でですすかか（（残残業業時時間間、、休休憩憩時時間間はは除除くく））。。  

職職種種やや部部門門にによよっってて異異ななるる場場合合はは、、最最もも多多くくのの従従業業員員にに適適用用さされれてていいるる時時間間ををおお答答ええくくだだささいい。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  
     
〔〔注注〕〕((11))所所定定労労働働時時間間はは、、就就業業規規則則等等にに定定めめらられれたた始始業業時時刻刻かからら終終業業時時刻刻ままででのの時時間間かからら休休憩憩時時間間をを差差しし引引いいたた時時間間でですす。。  
      ((22))現現在在、、労労働働基基準準法法でで 4400 時時間間超超 4444 時時間間以以下下がが認認めめらられれてていいるるののはは、、1100 人人未未満満のの商商業業･･ササーービビスス業業等等のの特特例例事事業業所所ののみみでですす。。  
 

②②  令令和和５５年年のの従従業業員員１１人人当当たたりりのの月月平平均均残残業業時時間間（（時時間間外外労労働働・・休休日日労労働働））ををごご記記入入くくだだささいい。。  
 

      従業員 1 人当たり 月月平平均均残残業業時時間間  １．          時間          ２．な し  
  

〔〔注注〕〕((11))固固定定残残業業をを取取りり入入れれてていいるる場場合合はは、、固固定定残残業業時時間間内内のの平平均均をを記記入入ししててくくだだささいい。。  
      ((22))時時間間外外労労働働（（休休日日労労働働はは含含ままずず））のの上上限限はは、、原原則則ととししてて月月 4455 時時間間ととななりりまますす。。  

 

設設問問５５））従従業業員員のの有有給給休休暇暇ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
  ①①  令令和和５５年年のの従従業業員員１１人人当当たたりりのの年年次次有有給給休休暇暇のの平平均均付付与与日日数数・・取取得得日日数数ををごご記記入入くくだだささいい。。  ※※小小数数点点以以下下四四捨捨五五入入。。  
    

   従業員１人当たり 平平均均付付与与日日数数                日日  従業員１人当たり 平平均均取取得得日日数数              日日  

〔〔注注〕〕((11))付付与与日日数数はは前前年年かかららのの繰繰越越分分をを除除きき、、当当年年にに取取得得可可能能ととししてて付付与与ししたた日日数数をを指指ししまますす。。  

１．良 い             ２．変わらない           ３．悪 い   

１．強化拡大   ２．現状維持   ３．縮 小   ４．廃 止   ５．その他（        ） 

１．労働力不足（量の不足） ２．人材不足（質の不足） ３．労働力の過剰  
４．人件費の増大 ５．販売不振・受注の減少 ６．製品開発力・販売力の不足  
７．同業他社との競争激化 ８．光熱費・原材料・仕入品の高騰 ９．製品価格（販売価格）の下落  
10．納期・単価等の取引条件の厳しさ 11．金融・資金繰り難 12．環境規制の強化 

 

 

 

１．38 時間以下 ２．38 時間超 40 時間未満 ３．40 時間 ４．40 時間超 44 時間以下  ５．その他（   ） 

※小数点以下四捨五入  

３つ以内で該当する選択肢の番号を記入 

１．価格引上げ（転嫁）を実現した     ２．価格引上げの交渉中   ３．これから価格引上げの交渉を行う 

４．価格を引き下げた（またはその予定） ５．価格転嫁はしていない（価格変動の影響はない） 

６．価格転嫁は実現しなかった      ７．対応未定        ８．その他（           ） 

１．原材料費分の転嫁を行った（行う予定）       ２．人件費引上げ分の転嫁を行った（行う予定） 

３．利益確保分の転嫁を行った（行う予定）      ４．その他（               ） 

１．１０％未満 ２．１０～３０％未満 ３．３０～５０％未満 

４．５０～７０％未満 ５．７０～１００％未満 ６．１００％以上 

１．製品・サービスの独自性 ２．技術力・製品開発力 ３．生産技術・生産管理能力  
４．営業力・マーケティング力 ５．製品・サービスの企画力・提案力 ６．製品の品質・精度の高さ  
７．顧客への納品・サービスの速さ ８．企業・製品のブランド力 ９．財務体質の強さ・資金調達力  
10．優秀な仕入先・外注先     11．商品・サービスの質の高さ 12．組織の機動力・柔軟性  
 

 

 

３つ以内で該当する選択肢の番号を記入 
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設設問問６６））新新規規学学卒卒者者のの採採用用ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
①①  令令和和６６年年３３月月新新規規学学卒卒者者のの採採用用計計画画をを行行いいままししたたかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

    

★★①①でで１１．．とと２２．．にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②のの質質問問ににおお答答ええくくだだささいい。。  
  

②②  令令和和６６年年３３月月新新規規学学卒卒者者のの採採用用結結果果（（技技術術系系ととししてて採採用用ししたた者者以以外外ははすすべべてて事事務務系系にに記記入入））  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 卒
 

採用を予定 

していた人数 

実際に採用 

した人数 

１人当たり平均初任給額 
（令和６年６月支給額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 卒
 

採用を予定 

していた人数 

実際に採用 

した人数 

１人当たり平均初任給額 

（令和６年６月支給額） 

高
校
卒 

技術系  

人 

 

人 

    

， 

  

円 

(

含
高
専)

 

短
大
卒 

技術系  

人 

 

人 

      

円 

事務系  

人 

 

人 

    

， 

  

円 

事務系  

人 

 

人 

    

， 

  

円 

専
門
学
校
卒 

技術系  

人 

 

人 

    

， 

  

円 
大
学
卒 

技術系  

人 

 

人 

    

， 

  

円 

事務系  

人 

 

人 

    

， 

  

円 

事務系  

人 

 

人 

    

， 

  

円 
  
〔〔注注〕〕((11))令令和和６６年年６６月月のの１１ヵヵ月月間間にに支支給給ししたた１１人人当当たたりり平平均均初初任任給給額額はは通通勤勤手手当当をを除除いいたた所所定定内内賃賃金金（（PP44 参参照照））総総額額をを対対象象ととななるる  

          人人数数でで除除ししたた金金額額（（税税込込額額））をを記記入入ししててくくだだささいい。。  

      ((22))専専門門学学校校卒卒はは、、高高校校卒卒業業をを入入学学のの資資格格ととししたた専専修修学学校校専専門門課課程程（（２２年年制制以以上上））をを卒卒業業ししたた者者がが対対象象ととななりりまますす。。  

  

設設問問７７））中中途途採採用用ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
①①  令令和和５５年年度度にに中中途途採採用用のの募募集集をを行行いい、、令令和和６６年年７７月月１１日日現現在在ままででにに採採用用をを行行いいままししたたかか（（新新規規学学卒卒者者のの採採用用をを除除  

くく））。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

 

★★①①でで１１．．にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②・・③③のの質質問問にに、、２２．．にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②のの質質問問ににおお答答ええくくだだささいい。。  

  
 

採用を予定していた人数 人 

実際に採用した人数 人 

 

設設問問８８））人人材材のの確確保保、、育育成成、、定定着着ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
①①  人人材材確確保保ににつついいてて、、どどののよよううなな雇雇用用形形態態ででのの採採用用がが望望ままししいいとと考考ええまますすかか。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○））  

  

  

  
   

②②  人人材材確確保保ののたためめににどどののよよううなな募募集集・・採採用用ルルーートトをを利利用用ししてていいまますすかか。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○））  
 
 
 
 
  
  
  
  
    

③③  従従業業員員ににはは主主ににどどののよよううななここととをを習習得得ししててほほししいいとといいうう意意図図ををももっってて教教育育訓訓練練をを行行っってていいまますすかか。。  
（（３３つつ以以内内をを下下掲掲「「      」」欄欄にに選選択択肢肢のの番番号号でで記記入入））  

 
 
 
 
  
  
  
  
  

④④  人人材材のの定定着着ののたためめどどののよよううなな取取組組をを行行っってていいまますすかか。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○））  

  

  

  
 
 
 
 

25歳未満 25～34歳 35～44歳 45～55歳 56～59 歳 60 歳以上 

 
        

人 

 
        

人 

 
        

人 

 
        

人 

 
        

人 

 
        

人 

１．採用計画をし、実際に採用した ２．採用計画をしたが、採用しなかった ３．採用計画を行わなかった 

１．採用募集をし、実際に採用した ２．採用募集をしたが、採用しなかった ３．採用募集を行わなかった   

③③  中中途途採採用用者者のの年年齢齢層層  ②②  中中途途採採用用のの結結果果  

  

しし
たた
事事
業業
所所
））  

（（
①①
でで
１１
．．
にに
〇〇
をを

１．就職情報サイトへの求人情報の掲載      ２．自社 HP への掲載 

３．就職情報誌や地元新聞への掲載        ４．公共職業安定所（ハローワーク）からの紹介 

５．地元高校や大学からの紹介          ６．インターンシップの開催 

７．会社説明会の開催・参加           ８．合同企業説明会への参加 

９．人材サービス会社（民間の職業紹介機関）   10．縁故採用 

11．その他（                ） 

１．職階（初任者、中堅社員、管理職）に応じた知識・技能  ２．業務に従事するために必要な資格の取得 
３．経理、財務               ４．法律   ５．アプリ・システム開発、プログラミング 
６．新技術開発、新商品開発、研究開発    ７．語学力  ８．コミュニケーション能力 
９．その他（                       ） 
 

 

 

３つ以内で該当する選択肢の番号を記入 

１．正社員（新規学卒者）    ２．正社員（中途採用）    ３．パートタイマー    ４．派遣社員 

５．嘱託・契約社員       ６．採用を考えていない    ７．その他（             ） 

１．ワーク・ライフ・バランス（福利厚生）の充実 ２．若手社員の給与水準の引き上げ 

３．職場コミュニケーション向上のための施策 ４．資格取得支援 

５．社外の教育研修機会への派遣 ６．定期的な人事評価・面談の実施 

７．従業員へのキャリアパスの提示 ８．その他（          ） 
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⑤⑤  直直近近３３年年度度ににおおけけるる新新卒卒及及びび中中途途採採用用者者のの定定着着状状況況ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  

直直近近３３年年度度ににおおけけるる入入職職者者数数              人人    直直近近３３年年度度ににおおけけるる入入職職者者ののううちち離離職職ししたた者者            人人  

  

設設問問９９））賃賃金金改改定定ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  令令和和６６年年１１月月１１日日かからら令令和和６６年年７７月月１１日日ままででのの間間ににどどののよよううなな賃賃金金改改定定をを実実施施ししままししたたかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  
 

 
 

★★①①でで１１．．とと２２．．とと３３．．にに〇〇ををししたた事事業業所所はは下下記記①①－－１１のの質質問問ににももおお答答ええくくだだささいい。。  
★★①①でで１１．．ままたたはは４４．．にに〇〇ををししたた事事業業所所及及びび、、臨臨時時給給与与をを引引上上げげたた（（７７月月以以降降引引上上げげ予予定定））事事業業所所はは②②・・③③のの質質問問にに  

ももおお答答ええくくだだささいい。。  

 

①①－－１１  賃賃金金改改定定（（引引上上げげたた・・引引下下げげたた・・凍凍結結））をを実実施施ししたた対対象象者者のの総総数数とと従従業業員員１１人人当当たたりり平平均均のの改改定定前前・・改改定定後後  
所所定定内内賃賃金金（（通通勤勤手手当当をを除除くく））及及びび平平均均引引上上げげ・・引引下下げげ額額ををごご記記入入くくだだささいい。。ななおお、、ププララスス・・ママイイナナススのの  
記記号号はは不不要要でですす。。   

対象者総数 

従 業 員 １ 人 当 た り（月額）  
改定前の平均所定内賃金 

（Ａ） 
改定後の平均所定内賃金 

（Ｂ） 
平均引上げ・引下げ額 

（Ｂ）－（Ａ）＝（Ｃ）  
 
 

 
 

 
 

 
人  

 
 

 
 

  
 

 

，  
 
 円  

 
 

  
 

  
 

 
，  

 
 円  

 
 

 
 

 
 

 
，  

 
 円  

  

〔〔注注〕〕((11))「「改改定定前前のの平平均均所所定定内内賃賃金金（（ＡＡ））」」「「改改定定後後のの平平均均所所定定内内賃賃金金（（ＢＢ））」」「「平平均均引引上上げげ・・引引下下げげ額額（（ＣＣ））」」のの関関係係はは  

          次次ののととおおりりでですす。。  

            ・・「「１１．．引引上上げげたた」」事事業業所所はは、、「「平平均均引引上上げげ・・引引下下げげ額額（（ＣＣ））」」ははププララスス額額ににななりりまますす。。  

            ・・「「２２．．引引下下げげたた」」事事業業所所はは、、「「平平均均引引上上げげ・・引引下下げげ額額（（ＣＣ））」」ははママイイナナスス額額ににななりりまますす。。  

            ・・「「３３．．今今年年はは実実施施ししなないい（（凍凍結結））」」事事業業所所はは、、((ＢＢ))・・((ＡＡ))がが同同額額ににななりりまますすののでで、、｢｢平平均均引引上上げげ・・引引下下げげ額額  

              （（ＣＣ））｣｣はは｢｢００｣｣ににななりりまますす。。  

      ((22))対対象象者者総総数数はは、、賃賃金金改改定定対対象象者者でで、、賃賃金金のの改改定定前前、、改改定定後後とともも在在職職ししてていいるる者者でですす（（PP11 のの設設問問１１のの「「従従業業員員数数」」  

        ととはは必必ずずししもも一一致致ししななくくててもも結結構構でですす））。。  

      ((33))パパーートトタタイイママーー、、アアルルババイイトト、、役役員員、、家家族族、、嘱嘱託託、、病病欠欠者者、、休休職職者者ななどどはは除除いいててくくだだささいい。。  

      ((44))臨臨時時給給与与にによよりり賃賃金金改改定定ししたた場場合合はは、、上上記記賃賃金金にに含含めめるる必必要要ははあありりまませせんん。。  

      ((55))「「所所定定内内賃賃金金」」ににつついいててはは、、下下表表をを参参考考ににししててくくだだささいい。。  
 
  

  

  

  

  

  

  ②②  賃賃金金改改定定（（引引上上げげたた・・７７月月以以降降引引上上げげるる予予定定））のの具具体体的的内内容容ををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに〇〇））  

 
 
 
 

〔〔注注〕〕((11))「「定定期期昇昇給給」」はは、、ああららかかじじめめ定定めめらられれたた企企業業のの制制度度にに従従っってて行行わわれれるる昇昇給給ののここととでで、、一一定定のの時時期期にに毎毎年年増増額額すするるここととをを  

          いいいいまますす。。ままたた、、毎毎年年時時期期をを定定めめてて行行っってていいるる場場合合はは、、能能力力、、業業績績評評価価にに基基づづくく査査定定昇昇給給ななどどもも含含みみまますす。。  

      ((22))「「ベベーーススアアッッププ」」はは、、賃賃金金表表のの改改定定にによよりり賃賃金金水水準準全全体体をを引引上上げげるるここととををいいいいまますす。。 
  

③③  今今年年のの賃賃金金改改定定（（引引上上げげたた・・７７月月以以降降引引上上げげるる予予定定））のの決決定定のの際際にに、、どどののよよううなな要要素素をを重重視視ししままししたたかか。。  

（（該該当当すするるすすべべててにに〇〇））  

  

  

  

  

  

設設問問 1100））労労働働組組合合のの有有無無ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

  

 

  

  

１．定期昇給     ２．ベースアップ  ３．基本給の引上げ（定期昇給制度のない事業所）  

４．諸手当の改定   ５．臨時給与（夏季・年末賞与など）の引上げ  

１．企業の業績   ２．世間相場   ３．労働力の確保・定着  ４．物価の動向   ５．労使関係の安定  

６．親会社又は関連会社の改定の動向 ７．前年度の改定実績   ８．賃上げムード  ９．燃料費の動向  

10．重視した要素はない       11．その他（                ）  

所所定定内内賃賃金金  

（固定部分）基本給（年齢給、職能給、職務給、勤続給）、役付手当、 

      技能手当、特殊勤務手当、家族手当、住宅手当、食事手当など  定期給与  

現金給与総額
 

所定外賃金（超過勤務手当、休日出勤手当、宿直手当、深夜勤手当など）  

臨時給与（夏季・年末賞与など）

（変動部分）精勤手当、生産手当、能率手当など  

賃賃金金分分類類表表  

１．引上げた ２．引下げた ３．今年は実施しない（凍結）  

４．７月以降引上げる予定 ５．７月以降引下げる予定  ６．未 定  

１．あ る          ２．な い 

◎◎  おお忙忙ししいいととこころろごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。  

記記入入ももれれががなないいかかももうう一一度度おお確確かかめめののううええ、、７７月月１１６６日日（（火火））ままででににごご返返送送くくだだささいい。。  


